
	 滋賀県土地改良事業団体連合会
「水土里ネット滋賀」は、滋賀県土地改良事業団体連合会の愛称です。

豊かで美しい滋賀の農業・農村を次世代へ！豊かで美しい滋賀の農業・農村を次世代へ！
農村づくりを応援します！農村づくりを応援します！

白鳥川中流２期地区【東近江市】

瓢箪池地区【湖南市】瓢箪池地区【湖南市】

水水土土里里ネット滋賀の概要ネット滋賀の概要20262026



1. 沿　革

2. 目　的

3. 性　格

４. 会　員

　本会は、大正６年２月に設立された滋賀県耕地整理協会を前身とし、昭和７年には滋賀県耕地協会となり、
さらに昭和25年に滋賀県土地改良協会と改組しました。その後、昭和32年の土地改良法の改正によって連合
会が法制化されたことにより、昭和33年７月29日農林大臣の設立認可を受けて今日に至っています。
　また、昭和61年３月29日に設立された(社)滋賀県農村下水道協会は、平成15年３月31日付けで解散し、
平成15年４月１日付けで本会へ統合しました。
　昭和33年７月29日設立認可（農林省指令第2471号）
　昭和33年10月１日登記

　本会は、土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、市町を会員とした法人であり、土地改良事業の
適切かつ効果的な運営を確保し、その共同の利益を増進することを目的としています。

　本会は、土地改良法第111条の３により法人とされています。その法律的性格は、公益的な目的、事業内容
に照らして、土地改良法に定めるところにより設立が認められる「公法人」です。
　また、税法上（法人税法、所得税法、印紙税法）からも、営利を目的としない公益法人等に位置付けられてい
ます。

　「この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。」（定款第８
条）と定められており、県内の市町、土地改良区、土地改良区連合で構成されています。

133会員（令和８年４月１日現在）会 員 数

◆支部別会員数一覧

支部名 会員数
会 員 数 の 内 訳

市町 土地改良区
土地改良区

連合
大　津 20 1 19 　
湖　南 13 4 9 　
甲　賀 6 2 4 　
東近江 47 4 43 　
湖　東 20 5 14 1
湖　北 10 2 8 　
高　島 17 1 16 　

計 133 19 113 1

●

●

大津支部

高島支部 ●
湖北支部

本　部

●
東近江支部

●
甲賀支部

●

湖南支部
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5. 本会の機構

6. 役　員

　総会は、本会の運営および業務の執行に関する最高議決機関であ
り、毎事業年度１回３月に通常総会を開催しなければならないと規
定されています。主な議決事項として、毎事業年度の事業計画および
収支予算の設定、定款規約の変更・改正等があります。
　また、業務の円滑化を図るため、県内７箇所に支部を設置しています。

　本会の役員は、理事１１人以上１５人以内、監事2人以上3人以内を置くこととしています（定款第18条）。

（任期： 令和５年４月１日～令和９年３月３１日）

◆支部の所在地と連絡先
支部名 所在地 電話・FAX

大津支部 〒520－8575　大津市御陵町3-1
（大津市役所田園づくり振興課内）

TEL 077－528－2758
FAX 077－523－4053

湖南支部 〒525－8525　草津市草津三丁目14-75
（大津・南部農業農村振興事務所田園振興課内）

TEL 077－567－5416
FAX 077－564－2510

甲賀支部 〒528－8511　甲賀市水口町水口6200
（甲賀農業農村振興事務所田園振興課内）

TEL 0748－63－6322
FAX 0748－63－6139

東近江支部 〒527－0023　東近江市八日市緑町7－23
(東近江農業農村振興事務所田園振興課内）

TEL 0748－22－7722
FAX 0748－23－4912

湖東支部 〒522－0071　彦根市元町4－1
（湖東農業農村振興事務所田園振興課内）

TEL 0749－27－2222
FAX 0749－24－6229

湖北支部 〒526－0033　長浜市平方町1152－2
（湖北農業農村振興事務所田園振興課内）

TEL 0749－65－6620
FAX 0749－64－1597

高島支部 〒520－1521　高島市新旭町北畑574 TEL 0740－20－9011
FAX 0740－20－9012

◆滋賀県土地改良事業団体連合会　役員名簿
役職名 氏　名 他の役職等

会　　　長 家森　茂樹 大原貯水池土地改良区理事長
副  会  長 野田　藤雄 湖北土地改良区理事長
専 務 理 事 伊藤　哲生 学識経験者
理　　　事 西村　和典 上龍華土地改良区理事長

〃 安田　健一 野洲川下流土地改良区理事長
〃 太田　利貞 野洲川土地改良区理事長
〃 小椋　正清 東近江市長（愛知川沿岸土地改良区理事長）
〃 西田　秀治 竜王町長（日野川流域土地改良区理事長）
〃 加藤　誠一 能登川土地改良区理事長
〃 児島　甚雄 河瀨土地改良区理事長
〃 廣嶋　久平 愛知川土地改良区理事長
〃 浅見　宣義 長浜市長
〃 松本　文男 淡海土地改良区理事長
〃 皆川　明子 滋賀県立大学環境科学部生物資源管理学科准教授
〃 青田　朋恵 滋賀県立陶芸の森副館長

代 表 監 事 淺田　壤太郎 近江八幡西部土地改良区理事長
監　　  事 滝本　善之 姉川沿岸土地改良区理事長

〃 中川　幸雄 高島市南部土地改良区理事長

総　会

会　長

理事会

専務理事

事務局

7支部
（大津/湖南/甲賀
東近江/湖東/湖北

高島）

監事会
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7.事務局機構

事務局

総務課

支部

業務課
換地担当

会員支援

総務

農村まるごと保全推進担当
農村まるごと保全サポートセンター

ため池管理保全担当
滋賀県ため池サポートセンター

アセットマネジメント担当
滋賀県アセットマネジメントセンター

基盤管理推進室

所 属 職員
常務（事務局長） 1
技術参事 1
総 務 課 4

業
務
課

基盤管理推進室 12
農村まるごと保全推進業務 5
換地業務 4

計 27

資格名称 取得者数 資格名称 取得者数
技術士 1 農業水利施設補修工事品質管理士 1
技術士補 5 土地改良専門技術者 3
測量士 2 ２級ビオトープ施工管理士 2
測量士補 10 ２級ビオトープ計画管理士 3
土地改良換地士 5 浄化槽管理士 5
農業土木技術管理士 1 第２種電気主任技術者 1
１級土木施工管理技士 6 エネルギー管理士 1
２級土木施工管理技士 3 会計指導員 5
２級建築士 1 農業農村地理情報システム技師 1
１級電気工事施工管理技士 1 農業用ため池管理保全技師 3

本会は「発注者支援機関」です

設計・積算支援、技術審査支援
現場監督支援、検査支援

　本会は、「公共工事の品質確保の促進に
関する法律」により、会員である発注者
が、設計図書作成から工事の監督・施工状
況の確認・検査・評価等に至るまでの発注
関係業務を行う場合、発注事務の支援を
行うことができます。

　従来から培ってきた技術や経験等をも
とにサポートいたしますので、ご利用い
ただきますよう、よろしくお願いいたし
ます。（詳細P６→）

「水土里ネット相談」を実施しています

　土地改良区の運営に当たり、多種多様な相談に
対応するため、毎月第２水曜日に定期相談を開催
します。

　詳細は、水土里ネット滋賀ホームページの、「水
土里ネット滋賀news」をご覧下さい。

主な応対内容
　土地改良区の運営について
　賦課金の問題について
　訴訟に関すること
　会計について

組織図 職員数

資格取得
状況
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8. 業務内容
会員が行う農業農村整備事業（土地改良事業）を支援します。

総務課（☎0748-42-4806）

◆　予算・事業計画および事業報告
◆　予算執行・決算および経理事務
◆　法令・条例および定款・規約諸規程等に関すること
◆　総会・理事会・監事会の開催、運営
◆　農業農村整備事業の推進のための政策提案活動
◆　土地改良事業功労者および優良団体表彰の実施
◆　会員への経理関係等指導・助言
◆　土地改良区の指導監査、経営診断・改善指導
◆　賦課金徴収事務
◆　各種事業・協議会等の経理事務
◆　滋賀県農業農村整備事業推進協議会の運営
◆　「おうみ水土里ネット女性の会」の運営支援

全国水土里ネット表彰式政策提案活動

総会の開催

業務課 （換地担当）（☎ 0748-42-7168）

◆　換地業務の促進および指導、受託
◆　交換分合、農用地集団化の指導・促進
◆　土地改良区機能強化支援事業の受益農地管理強化対策及び換地関係異議紛争処理
◆　土地改良専門技術者報告書の作成
◆　測量業務の指導・受託
◆　換地を伴うほ場整備事業の計画策定の支援、土地改良区設立認可申請の支援
◆　「水土里ビジョン」の策定支援、受託
◆　水土里ネット相談の運営

換地事務（新規）担当者研修会換地委員等実務研修
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業務課 基盤管理推進室(アセットマネジメント担当)（☎0748-42-7167）

◆　土地改良区体制強化事業（土地改良施設の診断・管理指導、技術向上研修）
◆　土地改良施設維持管理適正化事業等の事業推進
◆　 農業水利施設アセットマネジメント事業の指導推進
◆　農業水利施設アセットマネジメント推進協議会および各地域・各地区技術検討会への参画
◆　アセットマネジメントデータベース（ＧＩＳ）保守管理及び業務の推進、指導、受託業務
◆　農業水利施設の機能診断、機能保全計画・事業計画の作成
◆　土地改良施設の管理技術指導
◆　滋賀県大区画化等推進協議会の運営
◆　UAV機器（ドローン）の運用
◆　設計基準・歩掛・単価新積算システム等に関すること
◆　21世紀土地改良区創造運動の推進
◆　農地・農業用施設などの災害復旧支援
◆　農道台帳の管理・確認
◆　農業集落排水事業関係業務の受託
◆　各種受託業務の調査・設計・積算・管理
◆　土地改良施設賠償責任保険の斡旋

樋門ゲート点検

ポンプ振動測定

業務課 （農村まるごと保全推進担当）（☎0748-42-7144）

◆　滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会の運営、受託業務
◆　世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の広域化の啓発、指導
◆　農村まるごと保全サポートセンターの運営
◆　広域組織の運営受託、活動組織の受託業務
◆　琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物語推進協議会
	 に関すること

田んぼ大好きふるさと農村
子ども絵画コンクール実施

令和７年度知事賞
「田んぼのまわりの生き物たち」
近江八幡市立安土小学校　𠮷

よしむら
村　美

み
亜
あ

さん

生きもの観察会▶︎
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業務課 基盤管理推進室(ため池管理保全担当）（☎0748-42-7101）

「土地改良事業団体連合会への業務委託の活用を！」

◆ 滋賀県ため池サポートセンターの運営（相談、研修、情報管理）
◆ �ため池に関する各種受託業務（調査点検支援、豪雨耐性評価、耐震診断、劣化状況評価、ハザード

マップ作成、改修事業計画作成）
◆ 災害復旧に関すること
◆ 農道台帳の管理・確認
◆ 農業集落排水事業関係業務の受託
◆ 各種受託業務の調査・設計・積算・管理

　土地改良法の改正を受け、会員である市町、土地改良区等が発注する、防災・減災対策や、農業基盤の
整備等に係る土地改良事業の工事（工事施工のために必要な調査・計画・設計・積算、履行管理等）の支
援に取り組んでいます。また、令和５年には発注関係事務を公正・適切に支援できる機関として「農業
農村整備事業発注者支援機関」の認定を受けました。会員の皆様の積極的な活用をお願いします。

■業務委託の主な内容について
	 ①農業水利施設の機能診断・機能保全計画や施設計画・実施計画の策定
	 ②ため池のハザードマップや耐震性点検調査、調査計画の策定
	 ③各種事業の設計・積算・履行管理業務　など

■業務委託の手続き等について
	 ・連合会は会員の共同組織ですので、業務の委託は随意契約となります。
	 ・具体的な手続き等についてはお気軽にお問い合わせください。

ため池点検・パトロール（管理状況聞き取り）

「発注者支援機関」の認定を受けています 床版基礎出来高確認

ため池点検・パトロール（取水施設作動確認）

水土里ネット滋賀に
おまかせ下さい
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“おうみ水土里ネット女性の会”通信
令和7年度 活動報告＆令和8年度 活動予定

　おうみ水土里ネット女性の会は、令和７年度も研修会・情報交換会をはじめ、数々の活動を行いました！

第２回通常総会

■�「楽しむことが一番！」 
第2回通常総会

　６月25日、水土里ネット滋賀大研修室において、第２回通常総
会が会員3５名の出席のもと開催されました。
　新たに青田顧問を迎え、「私たちが楽しむことが一番です！滋賀
らしい女性の会を全国にアピールしよう！」と士気を高めました。

第２回情報交換会「会計について」

■�「会計の悩み」をみんなで解決！ 
実務を学び合った情報交換会

　11月28日に開催された情報交換会では、現場が直面する会計
処理の細かい実務について、教えあい＆学びあいを実施しまし
た。日頃の業務の「モヤモヤ」を「自信」に変える貴重な時間となり
ました。

研修会
～原点に立ち返る 水田農業を維持するとは？～

■�世界に誇る「滋賀の農業」を守りたい。 
原点から未来を考えた研修会

　通常総会の後、中村准教授（京都府立大学）を講師に迎え、滋賀
の水田農業の素晴らしさについて学びました。グループワークで
は、「生産者と消費者の両方の視点」から、米問題や持続可能な農
業について活発な意見を交わしました。

農業農村整備の集い

■�響け「ガンバロー！」の声。 
女性の笑顔とパワーで元気を

　今年度各地で開催された「農業農村整備の集い」や推進大会
では、司会や「ガンバロー三唱」の大役をおうみ水土里ネット
女性の会が担当しました。
　女性の明るさと団結力で、大会を華やかに盛り上げました。

　令和8年度 活動予定　令和8年度も、交流と研鑽をさらに深めていきます！
　6月26日（金）：第3回通常総会 ＆ 交流昼食会

●　�同日開催：現地研修会　愛西土地改良区、 龍ケ池揚水機場を視察予定 
土地改良施設の重要性や農業農村整備事業への理解を深めます。

●　�近畿・全国へ　5月の全国女性の会総会を皮切りに、東京での研修会や大
阪での意見交換会など、県外の女性理事・職員との交流を深め、滋賀の活
動に繋げます。
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令和６年度　一般会計収支決算の状況

次年度繰越金
5.6％

財政調整積立金取
得 3.9%積立金等取得 

2.7%

農道台帳管理 
0.1%

適正化事業事務費 
0.5%

適正化事業
36.6%

適正化事業負担金 
12.5%

環境保全関係 
5.8%

換地関係
1.6%

財政調整積
立金取得
3.9%

ミニ適正化
事業交付金 1.6%

農道台帳管理
 0.1%

適正化事業
交付金
22.0%

積立金等
取得 
2.7%

一般
管理
6.1%

一般事務費
5.5%

調査設計関係
28.7%

補助事業
3.9%

農家負担金軽減支
援対策事業
4.8%

農家負担金軽減支
援対策事業
4.8%

受託事業
36.3%

一般会計
支出の部

1,016,028千円

支部運営費0.6％
体制強化 施設・財務管理1.5％

次年度繰越金
5.6%

体制強化 換地1.3％
体制強化 向上・省エネ研修0.2％

体制強化　再編促進 0.1%

アセットマネジメント事業 0.6%

運営支援関係 
0.1%

一般会計
収入の部

1,016,028千円

受託事業
45.9%

環境保全関係
6.1% 換地関係

3.9%

調査設計関係
35.7%

適正化事業
36.6%

適正化事業賦課金
7.4%

適正化事業補助金
6.4%

適正化事業交付金
22.9%

積立金取崩他
0.9%

農道台帳賦課金
0.1%

積立金取
崩他
0.9%

前期
繰越額
3.8%

前期
繰越
額
3.8%

一般
管理
4.0%

一般・
特別
賦課金
3.0%

補助事業
3.9%

国
補助金
1.4%

県
補助金
2.1%

農家負担金軽減
支援対策事業
4.8%

農家負担金軽減
支援対策事業
4.8%

運営支援関係：0.2%

その他
0.4%

雑収入等
1.0%農道台帳賦課金

0.1%

　令和6年度の事業規模は10億円強となっており、会員の皆さまからの業務委託による受託事業が収入
の約46％を占め、大きな柱となっています。
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農家負担金軽減支援対策事業

農業基盤整備資金（非補助）

採択要件（１～４のいずれかに該当）

資金の使いみち

融資条件

１．地域生産基盤保全強化支援事業【利子助成】

２．農地有効利用推進支援事業【利子助成】

　国の補助を受けて実施された土地改良事業等※の実施地区において、要件を満たすことが確実と見
込まれる地区に対して、地域生産基盤保全強化支援計画に従って、受益者負担金の償還利子相当額の
5/6を限度として助成　※担い手育成農地集積事業（公庫の無利子貸付）の対象事業を除く

　用排水路の改良、ほ場整備、農道整備など生産基盤を整備して農業生産力の増大及び生産性の向上
を図るための資金です。
　また、農業集落排水施設の整備など、生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も対
象となります。

1.計画で定める目標年度までに、担い手農地利用
集積率が以下のとおり増加すること。

２．支援計画で定める目標年度までに、高収益作
物※の生産額がおおむね20％以上増加すること。
※　�高収益作物とは、主食用米と比べて面積当た

りの収益性が高い作物（野菜、花き、果樹な
ど）をいう。

３．�輸出事業計画の認定規程に基づき認定された
輸出事業計画との連携が図られること。

４．�先端的な技術を活用した生産方式との適合が
図られること。

　かんがい排水、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、農業集落排水施設、災害復旧　など

　農地耕作条件改善事業を実施し、担い手への農
地利用集積率が以下のとおり増加することが見
込まれる地区に対して助成

　なお、災害時に利用できる災害被災地域土地改良負担金償還助成事業【利子助成】、土地改良事業等
に利用できる水田・畑作経営所得安定対策等支援事業【無利子貸付】もあります。

利子助成の種類
[事業費助成型]
受益者負担金の償還利子相当額の5/6を限度
として助成
[一括前払助成型]
農地中間管理機構が農地の出し手（所有者）に
対する賃料の一括前払に必要な借入資金に係
る償還利子相当額を助成

融 資 期 間：25年以内（うち据置期間10年以内）
融資限度額：地元負担金（最低限度額50万円（災害復旧事業は10万円））
金　　　利：借入時の金利は金融情勢により変動します｡最新の金利は融資機関にご照会ください。
融 資 機 関：株式会社日本政策金融公庫
【資料請求・お問い合わせ先】滋賀県土地改良事業団体連合会総務課（TEL.0748-42-4806）

採 択 時 目　　標
80%未満 10ポイント以上増加

80～90%未満 5ポイント以上増加
90～95%未満 95%以上

95～100%未満 シェア増加
100% 維持

※目標集積率60％未満は採択しない。

採択時 目標
80%未満 80%以上

80～100%未満 シェア増加
100% 維持
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今年度も会員の皆様の業務にご活用いただける様々な研修会を開催していきます。
多くの方のご参加をお待ちしております。

全土連主催 土地改良区運営基盤強化推進研修会

1.日時・場所 令和８年10月頃・県土連

2.参 集 者 土地改良区職員　80名程度

3.研 修 内 容
（仮） 土地改良区の会計経理、経営診断（収支分析、施設更新積立）等

技術実践向上研修

1.日時・場所 令和８年10月頃・県土連他および現地

2.参 集 者 本会会員(市町、土地改良区職員)
30名程度

3.研 修 内 容
（仮） 未　定

令和７年度技術実践向上研修(測量編）

財務管理強化研修会

1.日時・場所 令和８年11月頃・能登川コミセン（予定）

2.参 集 者 本会会員（市町、土地改良区職員）、県担当者　150名程度

3.研 修 内 容
（仮） 所有者不明農地制度等

人材育成研修

1.日時・場所 令和８年９月頃・県土連

2.参 集 者 幹部職員(市町、土地改良区職員) 30名程度
（R7:中堅職員 R6:新任･女性理事 R5:女性職員)

3.研 修 内 容
（仮）

次世代リーダー育成セミナー、意見交
換等 令和７年度人材育成研修(中堅職員）

「生成AI活用研修」

令和８年度 研修計画
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Q A

水土里ネット滋賀各種相談窓口

★水土里ネット相談★

★ため池に関する相談窓口★

・�県内の防災重点ため池の管理状況や施設を点検確認し、管理者等へ技術的アドバイス等を行っています。
・�ため池管理等に関する各種相談については、随時相談を受付けております。現地相談も可能です。

【表紙の写真の説明】
上段：「瓢箪池地区」県営ため池等整備事業（地震豪雨ため池）により完成したため池（湖南市）
下段：「白鳥川中流２期地区」県営水質保全対策事業により完成した水質保全浄化池（東近江市）

土地改良法の改正により令和４年度から貸借対照表の作成が義務化されました。専門
家である税理士および会計指導員による「会計業務」などに関するご相談を承ります。

②土地改良法相談窓口

土地所有者の所在不明や、財産相続人の不明など、ほ場整備事業内における「財産管理」に関する問題や、
近年増加傾向にある「賦課金の滞納処分」などに関するご相談を承ります。
内容に応じ、本会契約の弁護士への相談もいたします。

①会計相談窓口

問い合わせ

TEL 0748-42-7168 FAX 0748-42-5574　E-mail:kanti@midorinet-shiga.com

水土里ネット 滋賀

問い合わせ

TEL 0748-42-7101 FAX 0748-42-5574　E-mail:kanri@midorinet-shiga.com

滋賀県 ため池サポートセンター

水土里ネット滋賀
（滋賀県土地改良事業団体連合会）
〒521-1224　滋賀県東近江市林町 601 番地

●代表TEL	 0748-42-4806
●FAX	 0748-42-5574
●ホームページ	 https://www.midorinet-shiga.com

滋賀県土地改良事業団体連合会
ホームページ

農村まるごと保全
サポートセンター	 0749-59-3636
（長浜事務所）	 support-center@midorinet-shiga.com

能登川駅

水土里ネット滋賀

JR琵琶湖線

JR能登川駅西口徒歩5分

至
大
津

至
彦
根

至
彦
根

至
近
江
八
幡

リカー
マウンテン
●

●能登川中

琵琶湖

　東近江市
●能登川支所

DCM
●

平和堂●


